
【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

運用指針
附則 この運用指針は、令和８年６月１日以降に契約した工事に適用する。（一部改正） 施行日の設定

1施工体制　Ⅰ 施工体制一般　６施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料 1施工体制　Ⅰ 施工体制一般　６施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料

１）施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。（施工時の当
初、変更時）

１）施工体制台帳及び施工体系図を作成し、提出を行い、かつ現場に備え付けている。（施工時の
当初、変更時）

２）施工体制台帳の添付書類等である下請負契約書等（写）及び再下請負業者を提出している。
（施工時の当初、変更時）

２）再下請負通知書を作成し、提出を行い、現場に備えつけている。（施工時の当初、変更時）

1施工体制　Ⅰ 施工体制一般　６施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料 1施工体制　Ⅰ 施工体制一般　６施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料

１）施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 １）施工体制台帳及び施工体系図を作成し、提出を行い、かつ現場に備え付けている。

２）施工体制台帳の添付書類等である下請負契約書等（写）及び再下請負業者を提出している。 ２）再下請負通知書を作成し、提出を行い、現場に備えつけている。

1 品質・安全管理体制 1 品質・安全管理体制

１）品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 １）品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

① 公共建築工事標準仕様書（1.2.2　施工計画書） ① 公共建築工事標準仕様書（1.2.2　施工計画書）

  (a) 受注者は、工事の着手に先立ち，工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し、監
督職員に提出する。

 (1) 受注者は、工事の着手に先立ち，工事全般に関するの総合的な計画をまとめた施工計画書(総合
施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。

 (b) 品質計画，一工程の施工の確認及び施工の具体的な計画を定めた工種別の施工計画書を、当該
工事の施工に先立ち作成し，監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場
合は、この限りでない。

 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。

 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定め
た施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただ
し、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(c) (b)の施工計画書のうち，品質計画に係る部分については，監督職員の承諾を受ける。  (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち，品質計画に係る部分については，監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。

 (d) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は，監督職員に報告するとともに、施工等に支
障がないよう適切な措置を講ずる。

 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は，監督職員に報告するとともに、施工等に支
障がないよう適切な措置を講ずる。

③公共建築工事標準仕様書　（1.3.6　品質管理） ③公共建築工事標準仕様書　（1.3.6　品質管理）

  (a) 1.2.2(b)による品質計画に基づき，適切な時期に，必要な管理を行う。   (1) 1.2.2(3)による品質計画に基づき，適切な時期に，必要な品質管理を行う。

④【総合施工計画書】特記仕様書　１　一般共通事項　　３　施工計画書　　総合施工計画書 ④ 【総合施工計画書】建築・設備工事共通特記仕様書Ⅱ-2(1)1-1-6
　　施工計画書作成の手引き(建築工事編)（令和6年4月改定）

⑤ 参考：建設業法第26条の4（主任技術者及び監理技術者の職務等）
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の
施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者
の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

長崎県の修正版による。

２）施工計画書に現場の就業時間を記載している。 ２）施工計画書に現場の就業時間を記載している。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

①【総合施工計画書】：特記仕様書　１　一般共通事項　３　施工計画書　総合施工計画書 ①【総合施工計画書】：建築・設備工事共通特記仕様書Ⅱ-2(1)1-1-6
 施工計画書作成の手引き(建築工事編)（令和6年4月改定）

（16）その他 （16）法定休日・所定休日（週休二日の導入）

（1７）その他

２ 建設業退職金共済制度 ２ 建設業退職金共済制度

３）「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 ３）「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。

６．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者
用）を工事の着手前（工期始期日から３０日以内）に発注者に提出しなければならない。

7．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者
用）を余裕期間制度の適用の有無に関わらず、工事請負契約締結後原則30日以内（電子申請方式に
よる場合にあっては、40日以内）に発注者に提出しなければならない。なお、工事完成後、速やか
に掛け金充当実績総括表を作成し、監督職員に提示しなければならない。

４ 労働保険関係成立票 ４ 労働保険関係成立票

１）「労災保険関係成立票」を現場の見やすい場所に掲示している。 ３）「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。

　＜チェックポイント＞ 　＜チェックポイント＞

現場確認：　標識の掲示状況と記載技術者を届出書類により確認する。 現場確認：　標識の掲示状況により確認する。

プロセス
チェック
リスト

長崎県の修正版による。

「施工プロセス」の
チェックリスト
別紙－１

「施工プロセス」の
チェックリスト
別紙－２

長崎県の修正版による。

１．施工体制
　Ⅰ 施工体制一般

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正。

出典元の修正、週休2日
の追記

長崎県建設工事共通仕様
書に合せた修正

長崎県の修正版による。
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【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

６ 施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料 ６ 施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料

１） 施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 １） 施工体制台帳及び施工体系図を作成し、提出を行い、かつ現場に備えつけている。

　＜判断基準＞ 　＜判断基準＞

適正：適正な施工体制台帳及び施工体系図が提出された。
適正：適正な施工体制台帳及び施工体系図が作成され、添付書類も適正であり、提出及び現場備え
が確認できた。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

⑤ 【施工体制台帳】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
（１）建設業法第２４条の７第１項及び建設業法施工規則第１４条の２に掲げる事項

⑤ 【施工体制台帳】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
（１）建設業法第24条の7第1項及び建設業法施行規則第14条の2（作業員名簿含む）に掲げる事
項

⑥【施工体系図「提出用」（下請負金額記入分）の提出】：長崎県建設工事共通仕様書(1-1-14)
・受注者は、下請契約を締結した場合には、施工体系図「提出用」（下請区分、住所、代表者名、
許可番号、請負金額の他必要事項を記載）を作成し、監督職員に提出しなければならない。

⑥【施工体系図の提出】：長崎県建設工事共通仕様書(1-1-14)
・受注者は、下請契約を締結した場合は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作
成し、監督職員に提出しなければならない。
・表示内容は、建設業法施行規則第14条の6に掲げる事項
※ほか、安衛法に基づいた安全管理責任者等の明示（統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、
安全衛生責任者）
・施工体系図はの様式は、法令上、記載しなければならない事項が網羅されていれば、樹状図形式
または表形式のいずれでもよい

＜施工体系図「提出用」の確認＞
・受注者は、提出する施工体系図のみ下請負金額（建設業のみ）を記入する。但し、一次下請負人
となる警備会社については⑤（３）を記載する。
・警備会社以外及び建設業以外の記載については、監督職員の指示によるものとする。
・クレーン作業等の単価契約の場合は、契約時点の予定総額（1日当たりの単価×日数）を記入す
る。
・受注者は、当初、変更毎に作成日を記載する。

削除

２）施工体制台帳の添付書類等である下請負契約書等（写）及び再下請負業者を提出している。 ２）再下請負通知書を作成し、提出を行い、現場に備え付けている。

　＜判断基準＞ 　＜判断基準＞

適正：適正な書類が確認できた。
適正：適正な再下請通知書が作成され、添付書類も適切であり、提出及び現場備え付けが確認でき
た

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

・施工体制台帳が作成される工事を受けた下請業者が、さらにその工事を孫請業者に再下請したと
きには、遅滞なくその再下請の建設工事の内容、工期などを、もともとの受注者である特定建設業
者（建設業者）に通知しなければならない。また、入契法（第15条第1項）においては、建設業法
の規定中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とすることが規定されている。

・建設業法では、施工体制台帳が作成される工事を受けた下請業者が、さらにその工事を孫請業者
に再下請したときには、遅滞なくその再下請の建設工事の内容、工期などを、もともとの受注者で
ある特定建設業者に通知しなければならない。入契法では、公共工事についての建設業法第24条の
8第２項の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」とすることと
なっている。

【指導事項】 【指導事項】

施工体制台帳で、記載している下請建設業者のほか、交通誘導警備員、調査など当該工事内で積み
上げ計上しているものも同様に指導する。

削除

３）施工体制台帳及び添付書類で社会保険等の加入状況を記載している。 ３）施工体制台帳及び添付書類で社会保険等の加入状況を記載している。

③ ２４建企第４００号　平成２４年１０月３０日付「長崎県建設工事共通仕様書の一部改定（施工
体制台帳並びに再下請負通知書の様式の変更）について（通知）」
【施工体制台帳の記載事項等】　：　建設業法施行規則（第１４条の２）
【再下請負通知を行うべき事項等】　：　建設業法施行規則（第１４条の４）
・施工体制台帳において、健康保険等の加入状況を明記する。下請負人に関する事項においても同
様。

③【施工体制台帳及び再下請通知書の記載事項及び添付書類】
・施工体制台帳の記載事項及び添付書類：建設業法施行規則第14条の2に定められた事項
・再下請通知書の記載事項及び添付書類：建設業法施行規則第14条の4に定められた事項

４）施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 ４）施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。

　＜判断基準＞ 　＜判断基準＞

通知：施工体系図「掲示用」の掲示や記載内容に不備があったので、監督職員が助言・指導（文書
通知）を行った。
対象外：下請工事がない場合　（※ただし、一次下請となる警備会社の場合は作成が必要。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）

通知：施工体系図の掲示や記載内容に不備があったので、監督職員が助言・指導（文書通知）を
行った。
対象外：下請工事がない場合

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

①【施工体系図「掲示用」の掲示】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）
・受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図「掲示用」を作成し、公共工事の
入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げな
ければならない。
② 受注者は、当初、変更毎に作成日を記載する。

①【施工体系図の掲示】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）
・受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げなければなら
ない。
②【施工体系図の記載内容及び提出】６-1)⑥参照

５）施工体系図または下請負人通知書等に記載されていない業者が作業していない。 ５）施工体系図または下請負人通知書等に記載されていない業者が作業していない。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

長崎県の修正版による。
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【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

② 【現場技術者等の腕章着用】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-51）
１．現場代理人、監理技術者、主任技術者等の現場技術者は、腕の見やすい箇所に腕章を着用す
る。※腕章表示例等参照のこと
２．受注者が、配置する監理技術者、主任技術者（下請の主任技術者を含む）、専任義務のある元
請の専門技術者は、身分を証明できる資料（技術者証や免許証等）を携行しなければならない。
③【施工体制台帳及び施工体系図】：長崎県建設工事共通仕様書（1-1-14）

②【施工体制台帳及び施工体系図】：6-1)⑥参照

６）下請負契約の作業について元請による成果の検収がなされている。 ６）下請負契約の作業について元請による成果の検収がなされている。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③ 【工事の下請負】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
１－１－１２　工事の下請負
（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、
適正な額の請負代金で下請契約の締結に努めなければならない。

③ 【工事の下請負】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
１－１－１２　工事の下請負
（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、
下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の
労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務取引価格、保険料等を的確に反映した適正な
額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。

７ 工事実績情報 ７ 工事実績情報

１）契約締結後等の10日以内(祝日を除く）に適正に登録機関に申請し、登録されたことを証明す
る資料を、監督職員に提出した。

１）契約締結後等の10日以内(祝日を除く）に適正に登録機関に申請している。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

① 【工事実績情報の登録】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
１－１－７　工事実績情報の登録
・受注者は、受注時または変更時において工事請負金額が500万円以上の工事について、工事実績
情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報について「工事カル
テ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、変更時は変更契約後、完成時は工事
完成後、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録申請をしなければならない。

① 【工事実績情報の登録】：特記仕様書　　「長崎県建設工事共通仕様書」から抜粋
１－１－７　工事実績情報の登録
・受注者は、受注時または変更時において工事請負金額が500万円以上の工事について、工事実績
情報サービス(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報について「工事カル
テ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、変更時は変更契約後、完成時は工事
完成後、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録申請をしなければならない。
・受注者は工事実績情報の登録後は、当該登録内容確認資料を整理・保管するものとし、監督職員
の請求があった場合は、遅延なく提示する。

８ 現場代理人 ８ 現場代理人

１）現場代理人は、現場に常駐しているか。 １）現場代理人は、現場に常駐しているか。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

① 【常駐】：工事目的物の敷地に留まらなくても、その近傍で直接管理可能な常に連絡が取れる状
態であること。※「技術者制度マニュアルver5.0 R5.4.17」
※「現場代理人の取り扱いについて（通知）」４建企第５０７号

① 【常駐】：工事目的物の敷地に留まらなくても、その近傍で直接管理可能な常に連絡が取れる状
態であること。※「技術者制度運用マニュアルver5.0 R5.4.17」
※「現場代理人の取り扱いについて（通知）」6建企第268号

④【専任の主任技術者（監理技術者）の途中交代について】
　　　　　　　　　　：平成２６年３月３１日付　（２５建企第６４７号）

削除

２）監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 ２）監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。

　＜チェックポイント＞ 　＜チェックポイント＞

書類確認：　監督職員との連絡調整の事務処理記録や工事記録の状況について、現場代理人として
把握しているか聞き取りにより確認する。

書類確認：　監督職員との連絡調整の事務処理記録や工事記録の状況について、現場代理人として
把握しているか書面により確認する。

９ 監理技術者（主任技術者）の専任制等 ９ 監理技術者（主任技術者）の専任制等

１）技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 １）配置予定技術者の資格要件等を現場代理人等通知書等で確認した。

　＜チェックポイント＞ 　＜チェックポイント＞

書類確認：　元請人の監理技術者（監理技術者補佐含む）または主任技術者の業種に対する資格要
件、資格者証、工事履歴等により確認する。

書類確認：　元請人の配置予定技術者の資格要件、資格者証、工事履歴（資格要件を実務経験）等
を現場代人等決定通知書及び添付書類により確認する。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

全文修正 全文修正

４）施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた。 ４）施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③【監理技術者の職務等】：令和4年12月23日付け国不建第457号　監理技術者制度運用マニュ
アル（2-3）

③【監理技術者の職務等】：運用については、最新の通知や監理技術者制度運用マニュアルに準じ
るものとする。参考：監理技術者制度運用マニュアル（二- 三 監理技術者等の職務）

１．施工体制
　Ⅱ 配置技術者

プロセス
チェック
判断基準

長崎県建設工事共通仕様
書に合せた修正

長崎県の修正版による。

長崎県の修正版による。
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【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

10 専門技術者の配置 10 専門技術者の配置

１）専門技術者を選任し、配置している。 １）専門技術者を選任し、配置している。

　＜チェックポイント＞ 　＜チェックポイント＞

書類確認：　提出された施工体制台帳（図）等により確認する。 書類確認：　提出された施工体制台帳及び施工体系図により確認する。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

※政令で定める500万円以下の軽微な建設工事を除く。 ※政令で定める500万円未満の軽微な建設工事を除く。

11 作業主任者の選任 11 作業主任者の選任

１）作業主任者を選任し、配置している。 １）作業主任者を選任し、配置している。

22)アーク溶接作業主任者：金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了したもの
金属アーク溶接作業…特定化学物質障害予防規則（第27条第2項）
※金属アーク溶接以外の特定化学物質は対象外

13 設計図書の照査等 13 設計図書の照査等

１）契約書第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。 １）契約書第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

②  公共建築工事標準仕様書　（1.1.8　疑義に対する協議等）
(a) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図
書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは，監督職員と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(c) (a)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4(a)による。

②  公共建築工事標準仕様書　（1.1.8　疑義に対する協議等）
(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書
によることが困難若しくは不都合な場合が生じた場合は，監督職員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。

２）現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を提示して確認を受けた。 ２）現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を提示して確認を受けた。

　＜判断基準＞ 　＜判断基準＞

対象外：12)-1＜注意事項＞①の1)から5)に該当する事実が発見されなかった工事。 対象外：13-1)＜注意事項＞①の1)から5)に該当する事実が発見されなかった工事。

14 施工計画書 14 施工計画書

１）工事着手（変更を含む）に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 １）工事着手（変更を含む）に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③ 公共建築工事標準仕様書　（1.2.2　施工計画書） ③ 公共建築工事標準仕様書　（1.2.2　施工計画書）

※施工体制一般の1-1）と同様の修正

④総合施工計画書　（１一般共通事項　３施工計画書） ④ 【総合施工計画書】建築・設備工事共通特記仕様書Ⅱ-2(1)1-1-6

⑤【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（１－１－２） ⑤【施工計画書】：長崎県建設工事共通仕様書（１－１－２）

44.工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または、測
量をいう。）

44.工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または、測
量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工の
いずれかに着手することをいう。

２）現場施工方法が施工計画書の記載内容と一致している。 ２）現場施工方法が施工計画書の記載内容と一致している。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

①【総合施工計画書】：特記仕様書　（１一般共通事項　３施工計画　（6）品質計画） ①【総合施工計画書】：建築・設備工事共通特記仕様書Ⅱ-2(1)1-1-6

15 施工管理（工事材料、機材の管理、出来高、品質管理等） 15 施工管理（工事材料、機材の管理、出来高、品質管理等）

１）工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 １）工事材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

②　公共建築工事標準仕様書　（1.4.2　材料の品質等） ②　公共建築工事標準仕様書　（1.4.2　材料の品質等）

長崎県建設工事共通仕様
書に合せた修正

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正

１．施工状況
　Ⅰ．施工管理

長崎県の修正版による。

長崎県の修正版による。
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【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

(a) 工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使
用する材料は新品でなくてもよい。
(b) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に
提出する。ただし、設計図書においてJIS又は、JASによると指定された材料で、JIS又はJASの
マーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出
を省略することができる。
(c)  （略）
(d) 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合票等を監督職員に提出する。
(e) 材料の色、柄等については、監督職員の指示を受ける。
(f) 設計図書に定められた材料の見本を提出又は提出し、材質、仕上げの程度、色合等について、あ
らかじめ監督職員の承諾を受ける。
(g) 設計図書に定められた規格等が改正された場合は、1.1.8による。

(1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。ただし、設計
図書に定めるのある場合は、この限りでない。
（※2.1.2　仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。）
(2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に
提出する。ただし、設計図書においてJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるもの
を使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3)  （略）
(4) 工事現場施工のコンクリート工事に使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリー
ン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
ガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。
(5) 調合を要する材料は、調合票等を監督職員に提出する。
(6) 設計図書に定められた材料の見本を提出又は提出し、材質、仕上げの程度、色合等について、監
督職員の承諾を受ける。
(7) 設計図書に定められた規格等が改正された場合は、1.1.8による。

２）日常の出来形、品質管理が書面で確認できる。 ２）日常の出来形、品質管理が書面で確認できる。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③ 公共建築工事標準仕様書　（1.3.6　品質管理）
(a) 1.2.2(b)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な管理を行う。

③ 公共建築工事標準仕様書　（1.3.6　品質管理）
(1) 1.2.2(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。

④ 【材料の品質等】：特記仕様書　（1　一般共通事項　10　材料の品質等）
（略）
本工事において、ＪＩＳ及びＪＡＳマークの表示のない材料を使用する場合の材料及び機材等の製
造者等は、次の（１）～（６）のすべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機
関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
（略）
なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる
資料又は外部機関（（一社）公共建築協会　他）が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承
諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。ま
た、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用
する場合は、監督職員の承諾を受ける。

④ 【材料の品質等】：建築・設備工事共通仕様書（1　各章共通事項　11　材料の品質等）
（略）
本工事において、別表－2に示す材料を使用する場合の材料及び機材等の製造者等は、次の(１)～
(６)のすべての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等
が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
（略）
削除

17 工程管理 17 工程管理

　＜判断基準＞ 　＜判断基準＞

適正：工事着手前（工期の始期から40日以内）に実施工程表の提出を確認した。
適正：工事着手前（工期の始期から40日以内）に各種工程を記載した実施工程表の提出を確認し
た。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③公共建築工事標準仕様書　（1.2.1　実施工程表）
 (a)  工事の着手に先立ち，実施工程表を作成し，監督職員の承諾を受ける。
 (b)  契約書の規定に基づく条件変更等により，実施工程表を変更する必要が生じた場合 は，施工等
に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し，当該部分の施工に先立ち，監督職員の承諾を受け
る。
 (c) (b) によるほか，実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は，監督職員に報告 するとと
もに，施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
 (d)  監督職員の指示を受けた場合は，実施工程表の補足として，週間又は月間工程表，工種別工程
表等を作成し，監督職員に提出する。
 (e)  概成工期が特記された場合は，実施工程表にこれを明記する。

③公共建築工事標準仕様書　（1.2.1　実施工程表）
 (1)  工事の着手に先立ち，実施工程表を作成し，監督職員の承諾を受ける。
 (2)  実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整のうえ、十分検討する。
 (3)  契約書の規定に基づく条件変更等により，実施工程表を変更する必要が生じた場合 は，施工等
に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し，当該部分の施工に先立ち，監督職員の承諾を受け
る。
 (4) (3) によるほか，実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は，監督職員に報告するとと
もに，施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
 (5)  監督職員の指示を受けた場合は，実施工程表の補足として，週間又は月間工程表， 工種別工程
表等を作成し，監督職員に提出する。
 (6)  概成工期が特記された場合は，実施工程表等に概成工期、受電日、総合試運転調整に要する工
程を明記する。

３）作業員の休日の確保を行った記録が整備されている。 ３）作業員の休日の確保を行った記録が整備されている。

③ 【週休２日促進工事の場合】：長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領（R7.1.10
一部改定）
・R7.4.1以降は、月単位の4週8休と通期の4週8休、それ以外となる。

③ 【週休２日促進工事の場合】：長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領（R8.1.13
一部改定）
・R8.4.1以降起工した工事は、月単位の4週8休と完全週休2日、それ以外となる。
・工事起工時の要領に基づいた実施状況を確認する。

４）計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 ４）計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。

③ 労働基準法の改正により、建設業においても時間外労働の上限が罰則付きで令和6年4月1日から
適用される。
・原則、月45時間、年360時間。臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができない。ま
た、臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合（特別条項）でも、年720時間以内等の上限
を超える時間外労働・休日労働ができない。

③ 労働基準法の改正（建設業においては令和6年4月1日施行）
１）法定労働時間：１日８時間及び週４０時間
２）法定休日：毎週少なくても１回
３）法定労働時間超過（時間外労働）の対応：労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結及び所
轄労働基準監督署長への届け出
４）時間外労働の上限：原則月４５時間、年３６０時間
５）臨時的な特別な事情であり労使が合意する場合：年７２０時間以内、月４５時間を超えること
ができるのは年６回等
６）労働基準法違反の罰則：3 0万円以下の罰金または半年以下の懲役

２．施工状況
　Ⅱ．工程管理

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正
週休2日促進工事試行要
領の改訂に伴う修正
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【「施工プロセス」チェックリスト（営繕工事編）】の手引きの修正箇所一覧表 令和８年６月１日改正

ページ 項目 現行 改正 理由

18 安全活動 18 安全活動

２）店社パトロールを実施し、活動記録がある。 ２）店社パトロールを実施し、活動記録がある。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

※ 労働安全衛生規則（第18条の２） 削除

３）安全教育・訓練等を実施し、活動記録がある。 ３）安全教育・訓練等を実施し、活動記録がある。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③【施工中の安全確保】：公共建築工事標準仕様書　（1.3.7　施工中の安全確保）
(a)建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関係
法令等に定めるところによるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱編（建築工事編）（平成5年1月
12日付け　建設省経建発第1号）に従うとともに、建築工事安全施工技術指針（平成7年5月25日
付け　建設省営監発第13号）を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施行に伴う災
害及び事故の防止に努める。

③【施工中の安全確保】：公共建築工事標準仕様書　（1.3.7　施工中の安全確保）
(1)建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関係
法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）（令和元年9月2日付け国土
交通省告示第496号）及び建築工事安全施工技術指針 　(平成7年5月25 日付け建設省営監発第13
号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施行に伴う災害及び事故の防止に努める。

４）安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 ４）安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

4) 随時に実施するもの
追加

4) 随時に実施するもの
送り出し教育

20 関係機関等 20 関係機関等

１）関係官公署等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 １）関係官公署等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③ 公共建築工事標準仕様書　（1.1.3　官公署その他への届出手続等）
  (a)工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞
なく行う。

③ 公共建築工事標準仕様書　（1.1.3　官公署その他への届出手続等）
 (1)工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届
出手続等を遅滞なく行う。

２）近隣地元住民・入居官公署等と施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行
い、記録がある。

２）近隣地元住民・入居官公署等と施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行
い、記録がある。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

③ 【官公庁への手続き等】　：長崎県建設工事共通仕様書（１－１－４１）
・受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うも
のとする。受注者は、事前に交渉内容を監督職員に報告するとともに、これらの交渉にあたっては
誠意をもって対応しなければならない。
・受注者は、上記交渉の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておかなけれ
ばならない。

③ 【官公庁への手続き等】　：長崎県建設工事共通仕様書（１－１－４１）
・受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わな
ければならない。受注者は、事前に交渉内容を監督職員に報告するとともに、これらの交渉にあ
たっては誠意をもって対応しなければならない。
・受注者は、上記交渉の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとと
もに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

４）工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知してい
る。

４）工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知してい
る。

　＜注意事項＞ 　＜注意事項＞

① 【イメージアップ工事】：特記仕様書　（24　その他　1　イメージアップ工事）
※　参考：建築工事監理指針（令和４年版）第２章仮設工事　第３節仮設物
　　　　　公共建築工事標準仕様書（令和４年版）第２章仮設工事
③【石綿等、事前調査結果の掲示】：大気汚染防止法第18条の5の15第5項）

① 【イメージアップ工事】：特記仕様書　（24　その他　1　イメージアップ工事）
※　参考：建築工事監理指針（令和７年版）第２章仮設工事　第３節仮設物
　　　　　公共建築工事標準仕様書（令和７年版）第２章仮設工事
③【石綿等、事前調査結果の掲示】：大気汚染防止法第18条の15第5項）

P53以降 P60以降

すべて差し替え

２．施工状況
　Ⅲ．安全対策

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正
長崎県の修正版による。

公共建築工事標準仕様書
に合せた修正
長崎県建設工事共通仕様
書に合せた修正

長崎県の修正版による。

２．施工状況
　Ⅳ．対外関係

主任技術者一覧・各
種記載例等
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